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●　資格取得月・資格喪失月の取扱い
・ 資格取得した月（資格取得日以降）に支給された賞与は届出が必要となり保険料の対象となります。
・   資格喪失した月に支給された賞与は保険料の対象にはなりませんが、資格喪失日の前日までに支給さ

れた賞与については届出が必要となります。
・   資格取得した月に資格喪失となった場合で、資格取得日から資格喪失日の前日　までに支払われた賞

与については保険料の対象となり届出が必要です。

※　将来の年金額には保険料の対象となったものが反映します。

●　 けんぽ協会管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、お送りする賞与支払届
の該当者の被保険者氏名欄の余白に「高齢任意」と記入してください。

●　 健康保険組合管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、届出用紙を送付しま
すので、管轄年金事務所へご連絡ください。また、日本年金機構ホームページ（http://www.
nenkin.go.jp/）からダウンロードすることもできます。

●　 資格取得月（資格取得日以降）に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月
に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。ただし、資格取得と同月に資格喪失があっ
た場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。

●　 健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準
賞与額として決定し、標準賞与額の累計額（年度の累計額 573 万円）に含めますので、該当す
る被保険者の方の賞与額等の記入忘れにご注意ください。

●　 育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与（保険料賦課
の対象とならない賞与）についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになっ
ています。そのため、同一年度内における協会けんぽ管掌の健康保険被保険者期間中に決定され
た標準賞与額の累計額が 573 万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申出に基づき「健
康保険　標準賞与額累計申出書」をご提出ください。

●　 標準賞与額の累計額が 573 万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与
が支払われた場合は、その都度、申出書をご提出いただく必要があります。申出書の提出により、
標準賞与額の訂正及び保険料の充当又は還付処理を行います。

　賞与を支給したときは、支給日から 5 日以内に「賞与支払届」および「賞与支払届総括表」を管轄の年
金事務所へ提出していただくことになります。
　また、賞与支払予定月に賞与の支払いが行われなかった場合にも、「賞与支払届総括表」の④欄（不支給
1）に○印をつけて提出をお願いします。
保険料や将来受け取る年金額にも反映しますので、適正な届出をお願いします。

「賞与支払届」の届出はお済みですか？ 

事業主の皆様へ
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●　 同一年度内で転職・転勤等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計
については、協会けんぽ管掌の健康保険又は各健康保険組合等の保険者単位で算出することに
なっています。例えば、協会けんぽ管掌の健康保険において、同一年度内で複数の被保険者期間
がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。

●　 同一年度内における被保険者資格の喪失・取得（転職・転勤等）がなく、被保険者期間が継続し
ている場合は、累計額が 573 万円を超えても健康保険標準賞与額累計申出書の提出は必要あり
ません。573 万円を超えた場合は、573 万円となるようその月の標準賞与額を決定します。なお、
同一年度内に 573 万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定します。

●　 同一月内に 2 回以上賞与を支払った場合は、その月の最後に支払った日を賞与支払年月日とし
て合算した賞与額を一括で届出して構いません。

●　健康保険組合に加入している場合、届出の詳細については加入の健康保険組合にご確認ください。

●　 提出する賞与支払届が 2 枚以上になる場合、2 枚目以後の事業主記載欄及び社会保険労務士記載
欄の押印は省略することができます。

●　 「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」は、賞与の支払いがなかった場合も提出
が必要です。（「支給・不支給」欄の「不支給・1」を○で囲んで提出してください。）なお、登
録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主の方には、翌々月に催告状を送付します。

年金受給者にかかる賞与支払届の注意点

電子媒体（CD 又は DVD）により届出する場合は、次のことに注意してください。

　（ア） 　賞与支払届を電子媒体により提出する場合も「賞与支払届総括表」の提出は必要です。提出用
ファイルの作成が完了した際に印字出力する「磁気媒体届書総括票」と併せて提出してください。 

　（イ） 　賞与の支払いがなかった人については、設定しないでください。全員に賞与の支払いがなかっ
た場合は、賞与支払届総括表のみを提出してください。 

　（ウ） 　高齢任意加入被保険者については、電子媒体での届出ができませんので、届出用紙により併せ
て届出してください。

　※届出用紙は、被保険者整理番号順になるように、順番をそろえて提出してください。

　※ 届出に基づいて標準賞与額決定通知書を送付します。決定された標準賞与額については、必ず被保
険者本人へ通知してください。なお、不支給の場合は、標準賞与額決定通知書等は送付しません。

　年金を受給している方が会社で勤務されている場合には、老齢厚生年金の額と、給与や賞与の額に
応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。従業員に賞与を支給した場合には、

「賞与支払届」の提出が必要です。届出の提出が遅れると、さかのぼって年金額の調整が行われる場
合がありますので、必ず賞与が支給された日から５日以内に提出してください。
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参加資格　５０歳以上の被保険者（年金受給前）とその配偶者、年金・健康保険委員の方、その他受講を希望される方。
内　　容　①年金・医療保険　②ライフプランと生きがい　③家庭経済プラン　④健康づくり
参 加 費　 無料　ただし、非会員事業所の方は、資料代として 3,000 円ご負担ください。
申込方法　下記申込書をご記入いただき FAX するか、ＨＰの申込書によりお申し込みください。

年金シニアライフセミナー参加申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※下記該当箇所に○印を付してください

希 望 会 場 １．長崎会場　　　　　　　　　　２．佐世保会場　　　　　　　　　　３．諫早会場　

事 業 所 名
事業所所在地

〒　　　　-

電話　　　　（　　　　）

参 加 者 氏 名
（ 該 当 箇 所 に 〇 印 を
付 し て く だ さ い ）

男 ・ 女　　年齢　　歳　　被保険者・配偶者　　年金・健康保険委員

男 ・ 女　　年齢　　歳　　被保険者・配偶者　　年金・健康保険委員

男 ・ 女　　年齢　　歳　　被保険者・配偶者　　年金・健康保険委員

男 ・ 女　　年齢　　歳　　被保険者・配偶者　　年金・健康保険委員

※この申込書の個人情報は、本事業の運営等以外は使用いたしません。

　健康で豊かな「定年退職後の生活」を過ごすための情報（準備）を専門講師が提供し、皆様のライフプラン設計をサポー
トするセミナーを開催します。ご夫婦揃ってのご参加も歓迎します。
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開　催　日 会　　　場 定　員
９月 20 日 ㈬ 長崎県市町村会館（長崎市元船町） ５０名
９月 12 日 ㈫ アルカス ＳAＳＥＢＯ（佐世保市三浦町） ５０名
９月 8 日 ㈮ 諫早文化会館（諫早市宇都町） ５０名

各会場共通
《受付》12：30
《開会》12：50
《終了》16：30

社会保険協会からのお知らせです
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初任者・社会保険事務講習会のお知らせ 

年金シニアライフセミナーのお知らせ

お申し込み先 一般財団法人長崎県社会保険協会　〒852-8118　長崎市松山町 4-52　囲本社ビル５階
※ FAXまたは郵送でお申し込みください  FAX 095-843-0449　電話095-844-7120

社会保険事務の初任者、新任者を対象とした社会保険制度の仕組みや健康保険と年金の適用・給付に関する事務手続きについての講習会です。
多数のご参加をお待ちしております。

開　催　日 会　　　場 定　員
7 月 26 日㈬ 長崎西彼農協ビル（長崎元船町） 100 名
7 月 14 日㈮ アルカスＳＡＳＥＢＯ（佐世保市三浦町） 100 名
7 月 11 日㈫ 諫早商工会館（諫早市高城町） 100 名

参加費　無料。但し非会員事業所の方は、資料代等として 3,000 円ご負担ください。 
お申込　下記申込書をご記入いただき FAX するか、ＨＰの申込書によりお申し込みください。（講習会のご案内等を後日ご連絡いたします。）　 

初任者・社会保険事務講習会　参加申込書 
参 加 希 望 会 場 1. 長崎会場 2. 佐世保会場 3. 諫早会場

参 加 者 ご 氏 名 ※複数参加も可

事 業 所 名
事 業 所 所 在 地

事業所名

所在地
〒　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　

※この申込書の個人情報は、本事業の運営等以外は使用いたしません。連絡・ご案内以外には使用いたしません

受付 12：50
開始 13：10
終了 16：15
　　〈各会場共通〉

※希望会場に〇を付してください。定員になり次第締め切ります。

無料

無料
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保健師による

健康相談所
無料

川棚大崎温泉「しおさいの湯」
実施日 （第２、第４日曜日 11:30 ～ 14:00）☎ 0９56-82-6868
※止むを得ず、開設日が替ることがあります。「しおさいの湯」にお電話でご確認ください。 

場　所

時間等

「社会保険　海の家」利用券申込書7月16日㈰から
海の家を開設します!!

希 望 日 平成　　　年　　　月　　　日（　　　）
　　　時　　　分から　　　時　　　　分まで 参 加 人 数 　　　　　名

希 望 項 目
番号に○印を付してください

1. 保健師による指導講習会　　　　3. 健康運動指導士による指導講習会
2. 管理栄養士による指導講習会　　4. 保健師による健康相談

事 業 所 名
所 在 地

担当者

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電 話　 　 　（　　　）　 　　　

※この申込書にご記入いただいた個人情報は、本事業の運営及びそれに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。絡・

職場の健康づくりを応援します。

会員事業所

社会保険協会

講　　師

職場の健康づくり申込書

無料

・管理栄養士、健康運動指導士による
   指導講習会
・保健師による
   指導講習会、健康相談

・保健師
・管理栄養士
・健康運動指導士

◆平成2９年7月16日（日）～8月20日（日）
◆１枚につき１回利用補助（300円）を致します。

　差額と利用券を添えて、清算してください。
※発行枚数には限りがありますのでお早めにお申し込みください。

脇岬海水浴場（さかい荘）
高浜海水浴場（高浜アイランド）

開設
期間

開設
場所

利 用 施 設 脇岬海水浴場
「さかい荘」

高浜海水浴場
「高浜アイランド」

事 業 所 名

所 在 地
〒　　－

電話　　　　　（　　　）

被保険者数
名

担当者名

借 用 物
番号に○印を付してください

番号 タイトル 番号 タイトル
１ はじめてのウォーキング＆ジョギング ３ Good－ Bay　ストレス
２ 若々しい体をキープ　エクササイズ＆ダイエット ４ 正しく知れば怖くないがんのお話

借 用 期 間
自　平成　　　年　　　月　　　日から
至　平成　　　年　　　月　　　日まで
※期間は２週間程度

視聴者人員　　　　　　　　　　　　　　　　　名
（予定）

事 業 所 名
所 在 地

担当者

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電 話　 　 　　　　　　

健康啓発DVD借用申込書

お申し込み先 一般財団法人長崎県社会保険協会　〒852-8118　長崎市松山町 4-52　囲本社ビル５階
※ FAXまたは郵送でお申し込みください  FAX 095-843-0449　電話095-844-7120

講習会依頼

講師依頼日程調整

（事業所で実施）

事業所様の
希望日時・テーマ



 8月17日（木）

 8月18日（金）

 8月24日（木）

 8月25日（金）

 9月  7日（木）

 9月  8日（金）

 9月14日（木）

 9月15日（金）
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